
行政書士の単位会変更の手続案内 
～他都道府県⇒茨城会への移転～ 

                                                            茨城県行政書士会 

〒310-0852  

茨城県水戸市笠原町978-25 

茨城県開発公社ビル5F  

TEL：029-305-3731  

FAX：029-305-3732                                                  

info@ibaraki-gyosei.or.jp 

申請に必要な書類 

 (1) 行政書士変更登録申請書 （日本行政書士会連合会指定用紙） 

  ①「氏名」は戸籍抄本に記載のとおり楷書体で記載のこと。 

  ②「本籍」は戸籍抄本に記載のとおり、都道府県名から略記せずに記載のこと。外国人は国籍名を記入する。 

  ③「住所」は住民票写しのとおり都道府県名から略記せず記載のこと。 

   （例えば「５番地４」を「５－４」等と省略しないこと。） 

  ④「事務所の所在地」は都道府県名から字、町、番地まで記し、ビル等の場合は○○ビル何階等と詳細に記

入する。  

(2) 戸籍抄本          

   提出の日前３か月以内に交付を受けたものとし、外国人は登録原票の写し又は登録原票に登録した事項に

関する証明書。 

 (3) 住民票の写し(抄本) 

   提出の日前３か月以内の交付のもの。本籍地が記載されているもの。 

(4) 履歴書        （日本行政書士会連合会指定用紙・顔写真１枚貼付のこと）  

 (5) 行政書士証票 

     原本を提示下さい。新証票が届き次第、旧証票は茨城県行政書士会事務局までご返還下さい。 

 (6) 職印（改印）届 （茨城県行政書士会指定用紙） 

 (7) 顔 写 真  履歴書ともで合計５枚 

   (3cm×2.5cm) を５枚 カラー、裏面に県名、氏名、撮影年月日記入 

(8) 事務所の使用権を証する書面 

   ・自己所有……登記事項証明書（又は家屋課税台帳登録事項証明書、家屋台帳記載事項証明書、固定資産 

家屋評価額証明書) 

      ・親族所有……登記事項証明書（又は家屋課税台帳登録事項証明書、家屋台帳記載事項証明書、固定資産

家屋評価額証明書)と、使用承諾書 

      ・賃貸借………登記事項証明書（又は家屋課税台帳登録事項証明書、家屋台帳記載事項証明書、固定資産

家屋評価額証明書)と、賃貸借契約書の写し 

    上記以外で、他の行政書士、その他の士業者と同一室内に事務所を設ける場合は、共同・合同事務所届

出書（指定用紙）が必要です。 

 (9) 事務所の位置図                                          

   目標となる最寄りの駅、停留所等から事務所予定地までの略図。 

 (10) （１）で「行政書士以外の類似資格」欄に○を付した場合 

       登録、開業している証明書                                  





別表 1）  事務所の使用権を証する書類一覧 

所有者 条件 必要書類① 必要書類② 

必要書類③ 

※他の行政書士、そ
の他の士業者と同
一室内の事務所の
場合 

自己の所有  

自己所有(単独名義) 

□建物の全部事項証明書 
（発行後 3ヶ月以内・原本） 
又は 
家屋課税台帳登録事項証明書 

※住居表示と番地が一致しない場合は「住居表
示証明書」（市町村発行）を提出 
 

□位置図（地図） 
  最寄りの駅、停留所等からの事務所までの略図 
 
□平面図 
  建物間取図（行政書士事務所としての位置、区
画、入口を明記） 

 
□事務所の外観及び内部を示す写真 

 

－ － 

共有者がいる 
□使用承諾書 
（共有者→申請者） 

□共同・合同 
事務所届出書 

親族の所有  親族所有 
□使用承諾書 
（建物所有者→申請者） 

他人の所有  

賃貸借契約 
□賃貸借契約書（写し） 
（建物所有者→申請者） 

使用貸借契約 
□使用承諾書 
（建物所有者→申請者） 

転貸借契約 

□賃貸借契約書（写し） 
□使用承諾書 
（建物所有者→申請者） 
□使用承諾書 
又は転貸借契約書 

（賃貸借人→申請者） 
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